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閉会中の委員会日程及び審査案件

議会運営委員会
10月17日（金）午前10時
11月25日（火）午後２時
審査案件：４件
建設環境委員会
10月27日（月）午前10時
審査案件：11件
厚生文教委員会
11月６日（木）午前10時
審査案件：14件

総務企画委員会
11月11日（火）午前10時
審査案件：６件
庁舎等建設及び公共施設
マネジメント推進調査特別委員会
11月12日（水）午前10時
審査案件：10件

※�各委員会の審査案件は
　こちらからご覧いただけます。 

開催日　令和８年１月17日（土）
　　　　①午後１時から　桜町上水会館
　　　　②午後７時から　小金井 宮地楽器ホール小ホール
※�詳細は決まり次第、市議会ホームページに記載いたします。

　この研修は市民の方にも公開しますので、ぜひ、ご参加ください。
テーマ　広報・広聴研修
日　時　令和８年１月15日（木）午後２時から
場　所　小金井市役所本庁舎３階　第一会議室
講　師　河井　孝仁氏（東海大学客員教授）
定　員　40名（当日先着順）
問合先　議会事務局庶務調査係（☎042－387－9947）

議会報告会を開催します
同じ内容で、２会場で開催します

議員研修会を開催します

令
和
７
年
度
一
般
会
計�

補
正
予
算
（
第
４
回
）

　

予
算
の
概
要
は
１
面
に
掲
載
し
て

い
ま
す
。

賛
成
討
論
（
要
旨
）

�

吉
良
の
り
こ
（
み
ら
い
）

　

認
知
症
の
方
の
社
会
参
加
推
進
と

発
症
予
防
の
た
め
に
、
民
間
や
市
民

団
体
と
連
携
し
、
当
事
者
・
家
族
が

参
加
し
て
の
企
画
づ
く
り
を
評
価
す

る
。
あ
わ
せ
て
認
可
外
保
育
施
設
助

成
で
安
心
な
保
育
環
境
を
整
え
、
多

様
な
人
が
交
流
で
き
る
イ
ン
ク
ル
ー

シ
ブ
な
公
園
づ
く
り
を
進
め
る
点
を

高
く
評
価
し
賛
成
す
る
。

令
和
６
年
度
一
般
会
計
歳
入

歳
出
決
算
の
認
定
に
つ
い
て

　

決
算
の
概
要
は
１
面
に
掲
載
し
て

い
ま
す
。

賛
成
討
論
（
要
旨
）

�

な
が
と
り
太
郎
（
こ
が
お
も
）

　

賛
成
の
主
な
理
由
は
、
①
市
長
が

掲
げ
た
４
つ
の
重
点
課
題
へ
の
取
組
、

②
Ｄ
Ｘ
や
市
報
こ
が
ね
い
の
全
面
リ

ニ
ュ
ー
ア
ル
、
③
子
育
て
・
教
育
環

境
の
充
実
、
④
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
、

⑤
人
材
育
成
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
が
進
ん
だ
か
ら
で
あ
る
。
課
題
は

あ
る
も
の
の
、
持
続
可
能
な
小
金
井

市
政
の
運
営
を
期
待
し
て
賛
成
す
る
。

小
金
井
市
立
保
育
園
の
在
り
方

に
関
す
る
方
針
に
対
し
て
、
保
護

者
と
の
対
話
を
求
め
る
陳
情
書

賛
成
討
論
（
要
旨
）

�

た
ゆ
久
貴
（
日
本
共
産
党
）

　

日
本
共
産
党
は
公
立
保
育
園
の
廃

園
に
は
反
対
で
あ
り
、
５
園
維
持
を

求
め
て
き
た
。
廃
園
へ
の
進
め
方
が
、

各
陳
情
書
に
あ
る
よ
う
に
保
護
者
と

の
十
分
な
話
合
い
が
さ
れ
な
い
ま
ま

進
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
陳
情
書
に

あ
る
段
階
的
縮
小
が
開
始
さ
れ
て
か

ら
の
子
ど
も
と
保
護
者
が
経
験
し
た

こ
と
を
受
け
止
め
る
べ
き
で
あ
る
た

め
、
賛
成
す
る
。

小
金
井
市
立
保
育
園
条
例

　

条
例
の
概
要
や
経
過
は
１
面
及
び

８
面
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

反
対
討
論
（
要
旨
）

�

森
戸
よ
う
子
（
日
本
共
産
党
）

　

市
民
、
保
護
者
の
理
解
が
得
ら
れ

て
お
ら
ず
、
説
明
責
任
が
果
た
せ
て

い
な
い
。
子
育
て
の
悩
み
の
相
談
相

手
に
な
る
な
ど
、
保
護
者
の
拠
り
所

の
保
育
園
を
無
く
し
て
良
い
の
か
。

新
た
な
事
業
の
拡
大
を
す
る
の
に
、

保
育
士
を
減
ら
し
て
役
割
が
担
え
る

の
か
。
専
決
処
分
は
違
法
・
無
効
と

い
う
司
法
の
判
断
を
無
視
し
た
市
長

の
責
任
は
重
大
で
あ
る
。

反
対
討
論
（
要
旨
）

�
水
上
洋
志
（
日
本
共
産
党
）

　

第
一
に
物
価
高
騰
へ
の
生
活
支
援

策
が
不
十
分
な
こ
と
、
第
二
に
、
公

立
保
育
園
廃
園
問
題
で
裁
判
判
決
に

反
し
て
廃
園
を
続
け
て
き
た
こ
と
、

第
三
に
、
都
市
計
画
道
路
優
先
整
備

路
線
の
「
中
止
・
見
直
し
」
の
公
約

を
撤
回
し
、
多
く
の
市
民
の
声
を
踏

み
に
じ
っ
た
こ
と
、
第
四
に
庁
舎
等

建
設
で
コ
ス
ト
ダ
ウ
ン
を
行
わ
な
か

っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
反
対
す
る
。

反
対
討
論
（
要
旨
）

�

渡
辺
大
三
（
子
ど
も
／
情
報
）

　

①
市
立
保
育
園
「
２
園
廃
園
・
3

園
定
員
大
幅
削
減
」
強
行
は
公
約
違

反
。
原
告
の
お
子
さ
ん
に
「
た
っ
た

１
人
だ
け
の
保
育
」
の
強
要
は
人
権

侵
害
。
②
都
市
計
画
道
路
３
・
４
・

11
号
線
。
公
約
「
東
京
都
に
中
止
を

求
め
る
」
を
放
棄
し
、
容
認
。
公
約

と
真
逆
。
③
庁
舎
等
建
設
問
題
。
コ

ス
ト
ダ
ウ
ン
に
背
を
向
け
「
迷
走
」

さ
せ
続
け
て
い
る
責
任
は
重
大
。

反
対
討
論
（
要
旨
）

�

藤
川
賢
治
（
見
え
る
化
）

　

①
公
立
保
育
園
廃
園
条
例
の
無
効

判
決
を
曲
解
し
原
告
児
童
一
人
の
み

を
通
わ
せ
他
の
園
児
募
集
の
再
開
無

し
。
再
開
し
て
も
条
例
に
反
し
な
い
。

②
都
市
計
画
道
路
３
・
４
・
11
号
線

優
先
整
備
路
線
を
市
は
防
災
の
観
点

か
ら
必
要
と
し
て
い
る
が
今
す
ぐ
既

存
道
路
を
整
備
す
れ
ば
よ
い
。
③
予

防
接
種
費
が
効
果
検
証
も
無
く
増
大
。

健
康
被
害
情
報
も
広
く
周
知
す
べ
き
。

反
対
討
論
（
要
旨
）

�

吹
春
や
す
た
か
（
自
由
民
主
党
）

賛
成
討
論
（
要
旨
）

�

清
水　

学
（
自
民
街
仲
）

　

認
定
の
大
き
な
要
因
は
、
市
長
の

優
先
整
備
路
線
へ
の
考
え
が
変
わ
っ

た
こ
と
で
あ
る
。
従
前
は
「
必
要
性

は
感
じ
な
い
」
と
の
見
解
が
、
市
の

独
自
検
証
の
結
果
、
小
金
井
３
・
４
・

11
号
線
は
「
必
要
性
は
否
め
な
い
」

と
変
え
た
。
西
岡
前
市
長
時
代
か
ら
、

命
を
守
る
道
路
と
し
て
必
要
性
を
訴

え
続
け
て
き
た
た
め
、
私
の
中
で
は

非
常
に
大
き
な
意
味
を
持
つ
。

反
対
討
論
（
要
旨
）

�

沖
浦
あ
つ
し
（
み
ら
い
）

　

事
業
の
単
な
る
賛
否
で
は
な
く
、

改
善
点
を
指
摘
し
な
が
ら
も
、
総
合

的
に
行
政
効
果
が
認
め
ら
れ
る
場
合

は
賛
成
す
る
立
場
だ
が
、
過
年
度
に

渡
り
再
三
指
摘
し
、
顕
在
化
し
た
事

業
構
築
の
甘
さ
に
対
し
、
ト
ッ
プ
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
と
し
て
有
効
な
手
立
て

を
講
じ
な
か
っ
た
結
果
、
職
員
の
無

用
な
労
力
と
疲
弊
が
あ
ら
わ
に
な
っ

た
こ
と
は
看
過
で
き
ず
、
反
対
す
る
。

反
対
討
論
（
要
旨
）

�

安
田
け
い
こ
（
生
活
者
ネ
ッ
ト
）

　

市
長
公
約
「
都
に
都
市
計
画
道
路

の
中
止
を
要
望
す
る
」
た
め
に
必
要

と
さ
れ
実
施
し
た
市
の
独
自
検
証
は
、

事
業
内
容
が
不
確
定
な
中
猛
ス
ピ
ー

ド
で
進
め
ら
れ
、
議
会
は
事
業
全
体

を
俯
瞰
し
た
審
査
が
で
き
な
か
っ
た
。

賛
成
討
論
（
要
旨
）

�

水
谷
た
か
こ
（
こ
が
お
も
）

　

市
立
保
育
園
の
役
割
を
定
義
し
て

職
員
を
確
保
し
、
市
全
体
の
保
育
の

質
を
維
持
・
向
上
す
る
持
続
可
能
な

仕
組
み
を
作
る
た
め
に
は
、
今
定
例

反
対
討
論
（
要
旨
）

�

村
上
よ
う
す
け
（
れ
い
わ
新
選
組
）

　
「
市
民
の
尊
厳
と
権
利
」
及
び

「
す
べ
て
の
子
ど
も
の
最
善
の
利
益

保
障
」
を
侵
害
す
る
内
容
で
あ
り
、

「
子
ど
も
の
権
利
条
例
」
に
も
反
す

る
も
の
だ
。
最
大
の
目
的
と
さ
れ
て

い
る
「
４
つ
の
役
割
の
実
現
」
の
実

効
性
が
担
保
さ
れ
て
お
ら
ず
、
行
政

と
し
て
の
支
援
準
備
が
不
十
分
で
公

民
の
保
育
現
場
の
負
担
増
に
繋
が
り
、

関
係
者
の
要
望
に
反
す
る
。

賛
成
討
論
（
要
旨
）

�

小
林
正
樹
（
公
明
党
）

　

現
有
の
施
設
や
職
員
と
い
っ
た
限

ら
れ
た
資
源
を
最
大
限
活
用
す
る
た

め
の
方
針
で
あ
り
、
市
立
保
育
園
を

単
純
に
廃
止
す
る
も
の
で
は
な
く
、

地
域
の
民
間
保
育
施
設
と
も
連
携
し
、

市
全
体
で
質
の
高
い
保
育
を
実
施
で

き
る
も
の
と
評
価
す
る
。
在
園
児
が

卒
園
す
る
ま
で
の
間
、
最
善
の
保
育

と
な
る
よ
う
寄
り
添
っ
て
い
た
だ
く

事
を
心
よ
り
お
願
い
申
し
上
げ
る
。

賛
成
討
論
（
要
旨
）

�

河
野
麻
美
（
自
由
民
主
党
）

　

民
間
園
が
市
の
保
育
の
中
核
を
担

っ
て
い
る
現
実
を
踏
ま
え
「
民
で
で

き
る
こ
と
は
民
で
」
の
理
念
に
基
づ

き
、
公
立
自
ら
定
員
数
を
是
正
し
た

点
は
評
価
す
る
。
し
か
し
新
方
針
は

絵
に
描
い
た
餅
の
側
面
が
あ
り
、
公

立
園
の
新
た
な
役
割
や
市
の
体
制
整

備
に
は
多
く
の
課
題
が
残
る
。
不
断

の
検
証
と
改
善
を
重
ね
、
柔
軟
な
制

度
運
営
を
進
め
る
こ
と
を
求
め
る
。

反
対
討
論
（
要
旨
）

�

片
山
か
お
る
（
子
ど
も
／
情
報
）

　

２
園
廃
園
、
３
園
の
大
幅
定
員
減

の
本
条
例
は
、
前
市
長
よ
り
悪
質
な

白
井
版
廃
園
条
例
で
あ
り
明
確
な
公

約
違
反
で
あ
る
。
２
０
２
４
年
２
月

の
東
京
地
裁
判
決
文
を
読
み
上
げ
る
。

現
在
の
廃
園
条
例
を
有
効
と
す
る
こ

賛
成
討
論
（
要
旨
）

�

天
野
か
な
（
み
ら
い
）

　

人
口
減
少
や
市
の
財
政
状
況
、
新

た
な
役
割
を
果
た
す
た
め
の
必
要
処

置
で
あ
る
こ
と
及
び
在
園
児
や
民
間

園
を
利
用
す
る
保
護
者
と
の
公
平
性

に
も
配
慮
が
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
賛

成
す
る
。
た
だ
し
、
持
続
可
能
で
よ

り
質
の
高
い
保
育
環
境
の
構
築
の
た

め
に
新
体
制
の
早
期
確
立
、
在
園
児

へ
の
心
理
的
ケ
ア
、
民
間
施
設
と
の

連
携
強
化
は
強
く
要
望
す
る
。

賛
成
討
論
（
要
旨
）

�

遠
藤
百
合
子
（
自
由
民
主
党
）

審
議
し
た
主
な
議
案

各案件に対する討論の原稿は、議員が作成しています。

反
対
討
論
（
要
旨
）

�

坂
井
え
つ
子
（
緑
・
つ
な
が
る
）

　

市
長
報
告
も
そ
の
撤
回
も
、
市
政

執
行
の
最
高
責
任
者
と
し
て
は
考
え

ら
れ
な
い
軽
い
行
い
で
、
許
容
の
範

囲
を
超
え
た
。
撤
回
に
至
る
ま
で
の

過
程
が
不
適
切
だ
っ
た
。
新
年
度
、

都
の
橋
梁
等
概
略
設
計
委
託
が
終
わ

っ
た
折
に
、
市
と
し
て
自
然
環
境
が

守
ら
れ
る
よ
う
に
関
わ
り
を
検
討
す

る
と
し
て
い
る
が
、
同
じ
事
を
起
こ

さ
ぬ
よ
う
努
め
る
こ
と
を
求
め
る
。

　

市
長
の
執
行
権
者
と
し
て
の
事
業

構
築
の
甘
さ
と
市
政
の
実
情
の
理
解

不
足
に
よ
り
市
長
報
告
の
撤
回
、
公

立
保
育
園
や
市
民
ま
つ
り
、
新
庁
舎

建
設
な
ど
多
く
の
混
乱
を
も
た
ら
し

市
政
運
営
の
不
誠
実
さ
や
公
約
形
成

過
程
に
お
け
る
責
任
意
識
の
欠
如
が

顕
著
に
現
れ
た
年
で
あ
っ
た
。
市
民

生
活
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
適

切
な
行
政
執
行
を
行
う
よ
う
求
め
る
。

検
証
結
果
の
疑
問
点
は
そ
の
後
の
質

疑
で
も
解
消
さ
れ
て
い
な
い
。
客
観

性
公
平
性
透
明
性
は
担
保
さ
れ
ず
、

将
来
に
禍
根
を
残
す
検
証
で
あ
る
。

　

市
民
の
命
と
暮
ら
し
を
守
る
た
め

の
項
目
が
含
ま
れ
て
い
る
重
要
な
補

正
予
算
で
あ
る
。

　

認
知
症
の
あ
る
人
の
社
会
参
加
推

進
事
業
費
や
介
護
予
防
・
フ
レ
イ
ル

予
防
普
及
啓
発
強
化
事
業
費
が
組
み

込
ま
れ
て
い
る
こ
と
。
ま
た
、
産
後

ケ
ア
事
業
委
託
費
や
市
立
公
園
体
験

活
動
支
援
委
託
料
等
が
入
っ
て
い
る

こ
と
か
ら
賛
成
と
す
る
。

と
は
背
理
、
と
さ
れ
て
い
る
。
司
法

軽
視
せ
ず
判
決
に
沿
っ
て
正
常
な
保

育
行
政
に
戻
す
た
め
、
継
続
審
議
と

し
十
分
な
検
討
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。

会
で
の
議
決
が
必
要
。
パ
ブ
コ
メ
後
、

き
ょ
う
だ
い
児
の
入
園
に
配
慮
し
、

定
員
削
減
の
年
度
を
変
更
す
る
等
、

で
き
る
限
り
市
民
の
意
見
を
反
映
し

た
。
在
園
児
ケ
ア
等
は
各
園
で
保
護

者
と
の
対
話
を
す
る
べ
き
だ
。


